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令和６年度 大学・高専発 研究提案 募集要項
１ 目的                                       
豊田市と包括連携協定を締結する６大学等（愛知学泉大学、愛知県立芸術大学、愛知工業大学、
中京大学、日本赤十字豊田看護大学、豊田工業高等専門学校）から、大学等の知見や教員の研究
成果を活用したまちづくり等に関わるご提案をいただき、共働により課題解決を図る取組です。

２ 応募資格   
・豊田市と包括連携協定を締結する６大学等の教員、研究室、ゼミ、学生等 
※ただし、次の委員（兼務含む）は除く。 
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会 
※大学間の共同による提案も募集しています。 
・豊田市税の納税義務者の場合、滞納していないこと。 
※本件事務局が申請者の豊田市税に係る納付状況を確認することに同意すること。 

３ 募集テーマ    
次の（１）または（２）の５テーマから１つを選択。複数応募も可。 
（１）将来の豊田市の発展につながる施策提案 ※自由テーマ 
（２）市提案型テーマ（５テーマ）

募集テーマ 解決したい課題 期待する成果 所管課

小原地区の観光
資源の魅力づく
り 

小原地区では、小原四季桜まつりが
開催される１１月の観光客は多い
が、１１月以外では観光客が少なく、
小原地区が有する四季桜以外の小原
和紙、小原歌舞伎、史跡等の観光資源
を十分に活かしきれていない。 

新たに観光ターゲット
を設定し、そのターゲッ
トに応じた体験型プロ
グラムを実施するなど
魅力の磨き上げを通じ
て、１１月以外の観光
客・消費増加によるまち
の活性化を図りたい。

小原支所

とよた健康づく
りスローガン
「とよた健康プ
ラス１０」の若
者に向けた周
知・啓発 

豊田市では、令和６年度から健康づ
くりスローガン「とよた健康プラス
１０(※)」による健康づくりを推進
していく。過去のプランに基づく周
知・啓発の取組では、若者世代に対す
る十分な訴求ができていない。 
(※)とよた健康プラス１０ 
…市民それぞれが自分なりの健康づ
くりにプラス１０となる行動を考え
実践（実践例：+１０口野菜を食べる、
+１０回ストレッチをする等）

若者向けに映像、ポスタ
ー、チラシ等の啓発媒体
の作成や、学生が自ら企
画・実施する健康づくり
講座・教室を通じて、若
者世代における認知度
や関心度の向上をつな
げたい。 

(保)総務課

大学生の朝食摂
取の促進 

国が定める「食生活指針」では、朝食
の欠食は、肥満や高血圧などのリス
クを高めることから、朝食から１日
の規則的な食生活をつくることが重
要としている。豊田市の調査では、朝
食を食べる割合を指す朝食摂取率
が、高校生の約８割に対して、大学生
は約５割と低い状況にある。 

大学生の朝食欠食習慣
の原因等を調査・研究
（先行事例の検討含む）
し、朝食摂取の促進に向
けた栄養測定及び相談、
SNS 等を活用した朝食
に関する知識の周知・啓
発等の実施を通じて、摂
取率の改善を図りたい。

(保)総務課
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ラリージャパン
関連イベント
「モーターフェ
スタ２０２４」
の活性化 

令和６年１１月にラリージャパン２
０２４に関連して、ラリーやクルマ
の魅力を発信するため、豊田市駅周
辺を会場とする「モーターフェスタ
２０２４」を開催する。過去 2 年の
開催における来客ターゲットとし
て、２０２２年はラリーファン、２０
２３年は子ども・家族層としてきた
が、3回目となる２０２４年では、幅
広い世代に来客してもらうべく、新
たに若者が来たくなるような魅力の
創出を目指している。

「モーターフェスタ２
０２４」内において、大
学等の専門的な知見や
学生の視点を活かした
若者向けコンテンツ
（例：クルマ×スポーツ、
クルマ×ロボット、クル
マ×アートといった研究
や活動領域を活かした
掛け合わせ等）の企画・
実施により、若者の来客
増につなげたい。

商業観光課

豊田おいでんま
つり「総踊り」の
若者向け魅力ア
ップ 

豊田市では、毎年７月に豊田おいで
んまつり「総踊り」を開催している。
近年、「総踊り」における踊りの参加
者が減少しているが、特に１０代～
２０代の若者の参加が少なく、若者
が参加したくなるような魅力創出が
課題となっている。

アンケートや実地調査
など、現状分析や、若者
が参加したくなるよう
な魅力アップにつなが
る施策の提案、実施を通
じて、若者の踊り参加者
の増加につなげたい。

商業観光課

４ 事業実施の期間                                   
予算が発生する事業については、令和６年度の１年間とします。 

５ 応募・事前相談                                   

（１）応募受付期間                                   

令和６年３月２６日（火）～４月３０日（火）  ※必着 
※同期間で提案内容や研究提案制度等に関する事前相談も受け付けています。

（２）応募方法                                     
次の様式に必要事項を記入のうえ、以下の送付先まで電子データで提出 
送付先：豊田市市役所 経営戦略課 keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp 
①提案書、②提案企画書、③事業費積算書、④提案者等調書 

（３）募集要項、申請様式のダウンロード                         
豊田市公式ホームページ ⇒ サイト内検索「1018792」 

（４）事前相談の実施                                  
提案書等の作成に当たり事前相談を受け付けていますので、お気軽に御相談ください。 
（事前相談は応募の必須条件ではありません。）
●制度全般に関すること【経営戦略課】
●テーマや課題、現在の取組の方向性との整合性などの確認【経営戦略課または所管課】
●市担当事務か否かの確認（国及び県の事務でないかの確認）【経営戦略課または所管課】
●対象経費や事業費算定方法に関すること【経営戦略課】
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６ 事業費                                       

（１）総事業費の考え方                                 
本研究提案においては、単独での事業提案を始め、各大学等の予算及び、他の研究等に係る申
請の総事業費の一部費用として事業提案することができます。  

（例）総事業費 ５００万円の場合 大学等単独予算 ３００万円
他の補助金等 １００万円
本研究提案予算 １００万円

（２）事業費の考え方                                  
豊田市が負担する金額は、１事業あたり 100 万円以内とします（ただし、総事業費が 100万
円を超えることは構いません。）。事業費の積算の際に、市が負担する部分を明示してください。 
なお、採択する提案数などの状況により、提案者の同意に基づいた上で、豊田市が負担する事
業費を調整して採択する場合もあります。

（３）事業費に含む主な経費                               
消耗品費、印刷製本費、旅費交通費（調査目的に限る。）、会議室等使用料、通信運搬費、リー
ス費、委託費、原材料費、その他事業に直接要する経費のうち必要と認めるもの。ただし、次の
経費は総事業費に含めることはできません。 
●教員の人件費（ただし、本事業の実施に限り臨時的に雇用する人件費は除く）
●事業実施期間外の経費 
●会議などでの食糧費
●備品購入費（２万円を超える物品等の購入） 
●支出の根拠が確認できない経費 

消費税等の取扱いに関する注意事項 

経費に含まれる消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額
（※）は、申請事業費に含めることはできません。各大学法人等の税務処理において、消費
税等に係る仕入税額控除制度の適用がある場合、申請事業費には消費税等を含めずに申請し
てください。 

（※）経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）
の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和
２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の乗じて得た金額の合計額。
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７ 審査及び審査結果                                   
書類による予備審査を行った上で、プレゼンテーション審査（５月～６月予定）を行います。

（１）審査基準                                     
審査項目 内容
公共性 行政と共働で行う意義、社会的な価値はあるか。
実現可能性 事業の計画は具体的か。課題解決手法は適切か。
独創性 新規性や創意工夫があるか。大学等の専門性を生かしているか。
費用対効果 事業費に対する効果はどうか。

（２）予備審査                                     
応募いただいた書類について予備審査を行い、必要に応じてヒアリングを実施します。

（３）プレゼンテーション審査                                
・予備審査を通過した提案については、プレゼンテーション（提案説明・質疑応答等）を行っ
ていただき、審査により採択する提案を決定します。 
・プレゼンテーション審査の日程については別途調整します。 

（４）事業採択                                     
 提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない場合は採択しません。 

（５）審査結果の連絡                                  
・審査結果は応募いただいた全ての大学等にお知らせします。 
・採択された提案については、豊田市との共働事業としての具体化と予算化に向けて、事業部
局と協議・調整を行っていただきます。その結果を踏まえて、具体的な協定締結など必要な
措置を行います。

８ 採択内容の実施                                    

（１）協定等の締結                                   
大学等と豊田市は、それぞれの役割分担や負担割合など、共働により生み出される権利等の帰
属などを明らかにした協定等（共働研究、調査、委託事業等）を締結します。 

（２）事業実績報告                                   
事業完了後、すみやかに事業実績報告を提出していただきます。

（３）事業費の確定及び精算                               
大学等及び豊田市の事業実施部局は、上記の事業実績報告と併せて総事業費の額を確定し、確
定額が当初予定した事業費と異なる場合には、精算手続きを行います。

（４）成果報告会の実施                                 
事業の実施により得られた研究成果等について、成果報告会で披露していただきます。
（具体的な成果報告会の内容については、改めて経営戦略課等と調整となります。）
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９ 全体の流れ
項目 時期 内容

事前相談、提案募集 ３月下旬～
４月下旬

「５ 応募・事前相談」に記載のとおり 

プレゼンテーション審査 ５月下旬～
６月上旬

書類による予備審査を行った上で、提案内容
をプレゼンテーション審査

採択・事業実施に向けた調整 ６月中 豊田市との共働事業としての具体化と予算化
に向けて、豊田市の事業部局と協議・調整

契約等の締結 ７月中 それぞれの役割分担や負担割合など、共働に
より生み出される権利等の帰属などを明らか
にした契約等（共働研究、調査、委託事業等）
を締結

事業実施、事業実績報告 ７月～翌３月 事業完了後、すみやかに事業実績報告を提出
事業成果報告会 翌３月～４月 事業の実施により得られた研究成果を発表

１０ その他                                       
（１）応募に要する費用は、すべて大学等の負担となります。 
（２）豊田市は事業の成果を自由に活用できるものとします。ただし、個人情報及び秘匿情報等
に関する具体的な項目は、別途、契約等に定めることとします。 

（３）大学等が成果を公表する場合には、本制度による成果であることを明示してください。

【問合せ・申込先】 
豊田市役所 経営戦略課（大学等連携事務局）

〒471-8501 豊田市西町 3丁目 60番地 
電 話：0565-34-3360(直通)  ＦＡＸ：0565-34-1528 

メール：keiei-senryaku@city.toyota.aichi.jp 


